
申請内容 該当書類 提出期限

➢ ４月１日からの
新規指定※１

➢ 指定申請書等一式
➢ 介護給付費等算定に係る体制届出書
（現様式）

令和６年２月29日（木）

➢ 指定更新※１

➢ 指定（指定更新）申請書
➢ 別紙（指定を受けている他事業等）
➢ 連絡先などについて
➢ 指定に係る記載事項
➢ 誓約書(第36条関連）

【障害者】
令和６年２月29日（木）
【障害児】
令和６年２月22日（木）

➢ 介護給付費等算定に係る体制届出書
（新様式）

県が新様式を示してから※２

令和６年４月15日まで

➢ 新規加算
➢ 加算内容の変更
（主として増加等）

➢ 介護給付費等算定に係る体制届出書
（新様式）

➢ 必要書類

県が新様式を示してから※２

令和６年４月15日まで

➢ 変更届
➢ 廃止届
➢ 休止届
➢ 報酬の減算

➢ 各必要書類 通常どおり
変 更…発生後10日以内
廃止・休止…１か月前
減 算…発生した日

申請について

※１ 訪問系サービスは各管轄の健康福祉事務所（保健所）が指定する提出期限
※２ ３月中旬から下旬頃、県ホームページ掲載予定


